
   京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例施行規

則 

令和７年1２月１９日 

規則第５５号 

 京田辺市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則（令和２年京田

辺市規則第７号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関

する条例（令和 年京田辺市条例第３５号。以下「条例」という。）の施行

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語

の例による。 

２ 条例第２条第２号に規定する規則で定める土砂等の保管は、試験研究のた

めに行う土砂等の保管とする。 

 （土壌の安全基準） 

第３条 条例第７条の土壌の安全基準は、別表に掲げる項目ごとに定める基準

値のとおりとする。 

２ 前項の土壌の安全基準に適合しているかどうかは、別表に掲げる項目ごと

に、土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所に

おいて試料を採取し、それぞれ土壌の汚染に係る環境基準について（平成３

年環境庁告示第４６号）別表の測定方法により測定した測定値により判断す

るものとする。 

 （生活環境の保全上必要な措置が講じられている埋立て等） 

第４条 条例第８条第１項ただし書の規則で定める埋立て等は、次に掲げる埋

立て等とする。 

 （１） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

第８条第１項又は第９条第１項の規定による許可を受けた一般廃棄物

の最終処分場及び同法第１５条第１項又は第１５条の２の６第１項の

規定による許可を受けた産業廃棄物の最終処分場において行う埋立て



等 

 （２） 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第２２条第１項又は第

２３条第１項の規定による許可に係る汚染土壌処理施設において行う

埋立て等 

 （届出を要しない公共的団体） 

第５条 条例第９条第３号の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとす

る。 

（１） 土地改良区 

（２） 土地改良区連合 

（３） 土地区画整理組合 

（４） 地方住宅供給公社 

（５） 市街地再開発組合 

（６） 地方道路公社 

（７） 日本下水道事業団 

（８） 土地開発公社 

（９） 住宅街区整備組合 

（１０） 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項

に規定する独立行政法人 

（１１） 国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に規

定する国立大学法人 

（１２） 国立大学法人法第２条第３項に規定する大学共同利用機関法人 

（１３） 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項

に規定する地方独立行政法人 

（１４） 西日本高速道路株式会社 

（１５） 国又は地方公共団体がその資本金その他これらに準じるものの２

分の１以上を出資している法人 

（届出を要しない法令等による埋立て等） 

第６条 条例第９条第５号の規則で定めるものは、次に掲げる行為等に係る埋

立て等とする。 

（１） 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第２条第２項に規定する



土地改良事業 

（２） 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２４条の承認（同条の道路

に関する工事に係るものに限る。）又は同法第９１条第１項の許可 

（３） 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第４条第１項の認可

又は同法第７６条第１項の許可 

（４） 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条第１項（同法第３３

条第４項において準用する場合を含む。）又は同法第６条第１項（同

法第３３条第４項において準用する場合を含む。）の許可 

（５） 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第１６条（同法第２５条の３

０及び第３１条において準用する場合を含む。）の承認 

（６） 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第２０条の承認又は同法第２

４条、第２６条第１項若しくは第２７条第１項の許可 

（７） 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第７条の９第１項若しく

は第５０条の２第１項の認可又は同法第６６条第１項の許可 

（８） 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置

法（昭和５０年法律第６７号）第７条第１項、第２６条第１項若しく

は第６７条第１項の許可又は同法第３３条第１項の認可 

（９） 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第８条第１項又は第９条第

１項の認可 

（１０） 京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成２

１年京都府条例第１２号）第１０条第１項の許可 

（届出を要しない埋立て等） 

第７条 条例第９条第８号の規則で定める埋立て等は、次に掲げる埋立て等と

する。 

（１） 非常災害のために必要な応急措置として行う埋立て等 

（２） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規

定する指定管理者が同項の公の施設の管理として行う埋立て等 

（３） 第４条各号に掲げる埋立て等 

（４） その他環境保全上支障がないと市長が認める埋立て等 

（埋立て等の届出） 



第８条 条例第１０条第１項の届出書は、埋立て等届出書（別記様式第１号）

とする。 

２ 条例第１０条第２項の届出書は、一時堆積等届出書（別記様式第２号）の

とする。 

（届出書の添付書類等） 

第９条 条例第１０条第１項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるもの

とする。ただし、埋立て等の内容により市長が添付を要しないと認めるとき

は、これらの書類及び図面の一部を省略することができる。 

（１） 埋立て等計画に係る次に掲げる書類及び図面 

ア 位置図（縮尺１／２，５００程度） 

イ 実測現況平面図（縮尺１／５００程度） 

ウ 実測現況縦断面図（縮尺１／２００程度） 

エ 実測現況横断面図（縮尺１／２００程度） 

オ 計画平面図（縮尺１／５００程度） 

カ 計画縦断面図（縮尺１／２００程度） 

キ 計画横断面図（縮尺１／２００程度） 

ク 埋立て等区域の面積求積図又は地積測量図 

（２） 現況写真 

（３） 土量計算書 

（４） 土砂等搬入計画及び経路図（縮尺１／５，０００～２５，０００） 

（５） 土壌検査実施計画書（別記様式第３号） 

（６） 法務局備付けの地図又は公図（埋立て等区域内の土地及び埋立て等

区域に隣接する土地） 

（７） 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本（埋立て等区域内の土地及び

埋立て等区域に隣接する土地） 

（８） 埋立て等区域の土地を使用する権限を証する書面（届出予定者が埋

立て等区域内の土地の所有権を有しない場合に限る。） 

（９） その他市長が必要と認めるもの 

２ 条例第１０条第１項第１０号及び第２項第５号の規則で定める事項は、次

に掲げる事項とする。 



（１） 条例第１３条第１項の土壌検査の予定回数 

（２） 埋立て等に使用する作業車両の種類及び台数 

（３） 埋立て等が完了（一時堆積等の場合にあっては、一時堆積等に使用

される土砂等が他の場所へ搬出され、届出をしようとする埋立て等区

域からなくなるときをいう。）した後の土地の利用計画 

（４） 埋立て等区域の土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された

地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所（法人にあっては、その

名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

（５） 届出予定者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所 

３ 条例第１０条第２項の規則で定める書類及び図面は、第１項各号に掲げる

ものとする。この場合において、同項第１号中「計画平面図」とあるのは「

土砂等の堆積が最大となった場合の一時堆積等の平面図」と、「計画縦断面

図」とあるのは「土砂等の堆積が最大となった場合の一時堆積等の縦断面図

」と、「計画横断面図」とあるのは「土砂等の堆積が最大となった場合の一

時堆積等の横断面図」と読み替えるものとする。 

４ 一時堆積等の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、前項に規

定する書類及び図面の一部を省略することができる。 

（変更の届出） 

第１０条 条例第１１条第２項の規定による変更の届出は、埋立て等変更届出

書（別記様式第４号）に、前条第１項各号に掲げる書類及び図面のうち当該

変更に係るものを添付して行わなければならない。 

２ 条例第１１条第２項第３号の規則で定める事項は、変更届出予定者が法人

である場合にあっては、その役員の氏名及び住所とする。 

（着手の届出） 

第１１条 条例第１２条の規定による届出は、埋立て等着手届出書（別記様式

第５号）により行うものとする。 

（土壌検査等） 

第１２条 条例第１３条第１項の土壌検査は、次に定める方法によらなければ

ならない。 

（１） 検査項目は、別表に掲げる項目とする。 



（２） 使用した土砂等の量が１，５００立方メートルとなるごとの区分（

以下「ブロック」という。）を１区分とし、それぞれのブロックごと

の土砂等に対して土壌検査を行わなければならない。 

（３） 試料とする土砂等の採取は、各ブロックの土砂等の汚染の状況を的

確に把握することができると認められる地点（当該地点が不明確な場

合にあっては、各ブロックの中央地点）及び当該地点を交点に直角に

交わる２直線上の当該地点から５メートルから１０メートルまで（当

該地点からの距離が５メートルを確保できない場合にあっては、当該

地点と当該ブロックの境界との中間点）の４地点の土壌について行い

、それぞれの採取地点において等量とする。 

（４） 前号の規定により採取した土砂等は、ブロックごとに混合し、ブロ

ックごとに１試料とする。 

（５） 前号の規定により作成した試料について、別表の左欄に掲げる項目

ごとに、同表の右欄に掲げる測定方法により土壌の安全基準を満たし

ていることを確認するものとする。 

（６） 土壌の安全基準を満たしていることが確認できるまでの間、ブロッ

クの位置及び範囲並びに第３号に規定する試料の採取地点を把握し、

又は管理しなければならない。 

（土壌検査結果の報告） 

第１３条 条例第１３条第１項の規定による報告は、埋立て等土壌検査報告書

（別記様式第６号）に、次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければな

らない。 

（１） 試料を採取した地点の位置図及び採取作業が確認できる写真 

（２） 試料ごとの計量証明書（計量法（平成４年法律第５１号）第１１０

条の２第１項に規定する証明書） 

（土砂等管理台帳） 

第１４条 条例第１４条の土砂等管理台帳は、土砂等管理台帳（別記様式第７

号）とする。 

２ 条例第１４条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 埋立て等に使用される土砂等の発生場所並びに土砂等を発生させる



者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地） 

（２） 土砂等を運搬する者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、

代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

（３） 土砂等の発生場所及び運搬する者ごとの１日当たりの土砂等の搬入

量及び搬入のための車両台数 

（４） 一時堆積等にあっては、土砂等の搬出場所並びに土砂等を受け入れ

る者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地） 

（５） 一時堆積等にあっては、土砂等の搬入場所ごとの１日当たりの土砂

等の搬出量及び搬出のための車両台数 

３ 第１項の土砂等管理台帳には、毎月末日までに、当該月中における前項各

号に掲げる事項を記載しておかなければならない。 

（使用された土砂等の量の報告） 

第１５条 条例第１５条の規定による報告は、埋立て等状況報告書（別記様式

第８号）に、次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。 

（１） 報告に係る期間の末日前１週間以内に撮影した埋立て等区域の写真 

（２） 当該期間中の土砂等管理台帳の写し 

（３） その他市長が必要と認める書類及び図面 

（関係図書の閲覧） 

第１６条 条例第１６条の規定による閲覧は、条例第１０条第１項又は第２項

の規定による届出を行った日から条例第１７条第１項の規定による届出（当

該埋立て等を完了し、又は廃止したときに係るものに限る。）の日まで行わ

せなければならない。 

２ 条例第１６条の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。 

（１） 条例第１０条第１項又は第２項の届出書の添付書類及び図面の写し 

（２） 条例第１１条第２項の届出書の添付書類及び図面の写し 

（３） 第１１条の埋立て等着手届出書の写し 

（４） 第１３条の埋立て等土壌検査報告書の写し 

（５） 前条の埋立て等状況報告書及びその添付書類並びに図面の写し 



３ 条例第１６条の届出書の写し及び前項各号に掲げる書類並びに図面に含ま

れている情報のうち、京田辺市情報公開条例（平成１０年京田辺市条例第１

２号）第９条第２号に該当する情報については、条例第１６条の規定による

閲覧の対象から除くものとする。 

（完了等の届出） 

第１７条 条例第１７条第１項の規定による完了の届出は、埋立て等を完了し

た日から１５日以内に、埋立て等完了届出書（別記様式第９号）により行わ

なければならない。 

２ 条例第１７条第１項の規定による廃止又は休止の届出は、埋立て等を廃止

した場合にあっては廃止した日から３０日以内に、埋立て等を休止した場合

にあっては休止した日から１５日以内に埋立て等廃止（休止）届出書（別記

様式第１０号）により行わなければならない。 

３ 条例第１７条第１項の規定による再開の届出は、埋立て等を再開した日か

ら１０日以内に、埋立て等再開届出書（別記様式第１１号）により行わなけ

ればならない。 

（身分証明書） 

第１８条 条例第２１条第２項の証明書は、身分証明書（別記様式第１２号）

とする。 

（委任） 

第１９条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

（京田辺市土採取の規制に関する条例施行規則の廃止） 

２ 京田辺市土採取の規制に関する条例施行規則（令和２年京田辺市規則第６

号）は、廃止する。 

別表（第３条、第１２条関係） 

土壌の安全基準 

項目 基準値 測定方法 

カドミウム 検液１リットルにつき０ 日本産業規格（以下「規格」と



．００３ミリグラム以下 いう。）Ｋ０１０２－３ １４

．３、１４．４又は１４．５に

定める方法 

全シアン 検液中に検出されないこ

と。 

規格Ｋ０１０２―２ ９．３．

２若しくは９．３．３の蒸留操

作を行い、９．４、９．５、９

．６（ただし、蒸留操作は装置

にて行わない。）若しくは９．

７の分析を行う方法又は水質汚

濁に係る環境基準（昭和４６年

環境庁告示第５９号。以下「昭

和４６年環境庁告示第５９号」

という。）付表１（蒸留操作は

装置にて行う。）に掲げる方法 

有機リン 検液中に検出されないこ

と。 

規格Ｋ０１０２―４ ７．２．

１及び７．２．３に定める方法

又はパラチオン、メチルパラチ

オン若しくはＥＰＮにあっては

規格Ｋ０１０２―４ ７．２．

１、７．２．２．２及び７．２

．５又は７．２．１及び７．２

．６に定める方法（ただし、７

．２．６に定める方法により測

定する場合において、７．２．

２のクリーンアップを行うとき

は、７．２．２．２に定める操

作とする。） 

鉛 検液１リットルにつき０

．０１ミリグラム以下 

規格Ｋ０１０２―３ １３．２

、１３．３、１３．４又は１３

．５に定める方法 



六価クロム 検液１リットルにつき０

．０５ミリグラム以下 

規格Ｋ０１０２―３ ２４．３

（２４．３．７を除く。）に定

める方法（２４．３．２に定め

る方法により塩分の濃度の高い

試料を測定する場合にあっては

、規格Ｋ０１７０―７ ７のａ

）又はｂ）に定める操作を行う

ものとする。） 

ヒ素 検液１リットルにつき０

．０１ミリグラム以下 

規格Ｋ０１０２―３ ２０．２

、２０．３、２０．４又は２０

．５に定める方法 

総水銀 検液１リットルにつき０

．０００５ミリグラム以

下 

昭和４６年環境庁告示第５９号

付表２に掲げる方法 

アルキル水

銀 

検液中に検出されないこ

と。 

昭和４６年環境庁告示第５９号

付表３及び環境大臣が定める排

水基準に係る検定方法（昭和４

９年環境庁告示第６４号）付表

１に掲げる方法 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこ

と。 

昭和４６年環境庁告示第５９号

付表４に掲げる方法 

ジクロロメ

タン 

検液１リットルにつき０

．０２ミリグラム以下 

規格Ｋ０１２５ ５．１、５．

２又は５．３．２に定める方法 

四塩化炭素 検液１リットルにつき０

．００２ミリグラム以下 

規格Ｋ０１２５ ５．１、５．

２、５．３．１、５．４．１又

は５．５に定める方法 

クロロエチ

レン（塩化

ビニル又は

塩化ビニル

検液１リットルにつき０

．００２ミリグラム以下 

地下水の水質汚濁に係る環境基

準について（平成９年環境庁告

示第１０号）付表に掲げる方法 



モノマー） 

１，２―ジ

クロロエタ

ン 

検液１リットルにつき０

．００４ミリグラム以下 

規格Ｋ０１２５ ５．１、５．

２、５．３．１又は５．３．２

に定める方法 

１，１―ジ

クロロエチ

レン 

検液１リットルにつき０

．１ミリグラム以下 

規格Ｋ０１２５ ５．１、５．

２又は５．３．２に定める方法 

１，２―ジ

クロロエチ

レン 

検液１リットルにつき０

．０４ミリグラム以下 

シス体にあっては規格Ｋ０１２

５ ５．１、５．２又は５．３

．２に定める方法、トランス体

にあっては規格Ｋ０１２５ ５

．１、５．２又は５．３．１に

定める方法 

１，１，１

―トリクロ

ロエタン 

検液１リットルにつき１

ミリグラム以下 

規格Ｋ０１２５ ５．１、５．

２、５．３．１、５．４．１又

は５．５に定める方法 

１，１，２

―トリクロ

ロエタン 

検液１リットルにつき０

．００６ミリグラム以下 

規格Ｋ０１２５ ５．１、５．

２、５．３．１、５．４．１又

は５．５に定める方法 

トリクロロ

エチレン 

検液１リットルにつき０

．０１ミリグラム以下 

規格Ｋ０１２５ ５．１、５．

２、５．３．１、５．４．１又

は５．５に定める方法 

テトラクロ

ロエチレン 

検液１リットルにつき０

．０１ミリグラム以下 

規格Ｋ０１２５ ５．１、５．

２、５．３．１、５．４．１又

は５．５に定める方法 

１，３―ジ

クロロプロ

ペン 

検液１リットルにつき０

．００２ミリグラム以下 

規格Ｋ０１２５ ５．１、５．

２又は５．３．１に定める方法 

チウラム 検液１リットルにつき０

．００６ミリグラム以下 

昭和４６年環境庁告示第５９号

付表５に掲げる方法 



シマジン 検液１リットルにつき０

．００３ミリグラム以下 

昭和４６年環境庁告示第５９号

付表６の第１又は第２に掲げる

方法 

チオベンカ

ルブ 

検液１リットルにつき０

．０２ミリグラム以下 

昭和４６年環境庁告示第５９号

付表６の第１又は第２に掲げる

方法 

ベンゼン 検液１リットルにつき０

．０１ミリグラム以下 

規格Ｋ０１２５ ５．１、５．

２又は５．３．２に定める方法 

セレン 検液１リットルにつき０

．０１ミリグラム以下 

規格Ｋ０１０２―３ ２６．２

、２６．３又は２６．４に定め

る方法 

ふっ素 検液１リットルにつき０

．８ミリグラム以下 

規格Ｋ０１０２―２ ５．２及

び５．３、５．２及び５．４（

妨害となる物質としてハロゲン

化合物又はハロゲン化水素が多

量に含まれる試料を測定する場

合にあっては、蒸留試薬溶液と

して、水約２００ミリリットル

に硫酸１０ミリリットル、リン

酸６０ミリリットル及び塩化ナ

トリウム１０グラムを溶かした

溶液とグリセリン２５０ミリリ

ットルを混合し、水を加えて１

，０００ミリリットルとしたも

のを用い、規格Ｋ０１７０―６

■６の図２の注記のアルミニウ

ム溶液のラインを追加する。）

、５．２（蒸留操作を行う場合

にあっては、フェノールフタレ

イン溶液を加えず、ｐＨ試験紙



によって液性を判別する。懸濁

物質及びイオンクロマトグラフ

法で妨害となる物質が共存しな

いことを確認した場合にあって

は、これを省略することができ

る。）及び５．５又は５．２及

び５．６に定める方法 

ほう素 検液１リットルにつき１

ミリグラム以下 

規格Ｋ０１０２―３ ５．２、

５．５又は５．６に定める方法 

１，４―ジ

オキサン 

検液１リットルにつき０

．０５ミリグラム以下 

昭和４６年環境庁告示第５９号

付表７に掲げる方法 

備考 

１ 測定は、土壌の汚染に係る環境基準についてに基づき行うものとする

。 

２ 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲

げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界

を下回ることをいう。 

３ 有機リンとは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び

ＥＰＮをいう。 

４ １，２―ジクロロエチレンの濃度は、規格Ｋ０１２５ ５．１、５．

２又は５．３．２により測定されたシス体の濃度と規格Ｋ０１２５ ５

．１、５．２又は５．３．１により測定されたトランス体の濃度との和

とする。 

 



別記 

様式第１号（第８条関係） 

年  月  日 

 （あて先）京田辺市長  

住 所              

氏 名              

届 出 者 （法人にあっては、その名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地） 

電話番号             

 

埋立て等届出書 

 

京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例第１０条第

１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

埋立て等区域の所在地  

埋立て等の目的･種類  

埋立て等区域の面積 ㎡  

埋立て等を行う期間 年  月  日～  年  月  日 

埋立て等に使用される土砂等の量 ㎥  

土壌検査の予定回数 回  

埋立て等に使用される 

土砂等の発生場所 

所在地 

事業者名 

住所 

電話番号 

埋立て等に使用される 

土砂等の搬入の計画 

 

最大堆積時及び完了時の 

埋立て等の形状及び構造 

 

生活環境を保全する 

ために講ずる措置 

 

作業車両の種類及び台数  

埋立て等が完了した後の 

土地の利用計画 

 

施工者 

住所 

氏名 

（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

電話番号 

 

埋立て等区域の土地 

土地の所在地 地目 
地積 

（㎡） 

所有者の

氏名 
所有者の住所 

埋立て等区域

面積（㎡） 

      

      

      

合計 ㎡ 筆 ㎡ 



様式第２号（第８条関係） 

（表） 

年  月  日 

 

 （あて先）京田辺市長 

 

住 所              

氏 名              

届 出 者 （法人にあっては、その名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地） 

電話番号             

 

一時堆積等届出書 

 

京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例第１０条第

２項の規定により、次のとおり申請します。 

一時堆積等区域の所在地  

一時堆積等の目的  

一時堆積等区域の面積 ㎡  

一時堆積等を行う期間 年  月  日～  年  月  日 

一時堆積等に使用される 

土砂等の発生場所 

所在地 
事業者名 
住所 
電話番号 

土砂等の年間の搬入予定量 ㎥  

土砂等の搬入に関する計画  

土砂等の搬出場所 

所在地 
事業者名 
住所 
電話番号 

土砂等の年間の搬出予定量 ㎥  

土砂等の搬出に関する計画  

土壌検査の予定回数 回  

最大堆積時の形状  

一時堆積等に供する施設 

の設置に関する計画 
 

生活環境を保全する 

ために講ずる措置 

 

 

埋立て等に使用する作業車両

の種類及び台数 
 

一時堆積等が終了（現状回復）

した後の土地利用計画 
 



（裏） 

施工者 

住所 

氏名 

（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

電話番号 

 

埋立て等区域の土地 

土地の所在地 地目 
地積 

（㎡） 

所有者の

氏名 
所有者の住所 

一時堆積等区

域面積（㎡） 

      

      

      

合計 ㎡ 筆 ㎡ 

 



様式第３号（第９条関係） 

年  月  日 

 

 （あて先）京田辺市長  

 

住 所              

氏 名              

届 出 者 （法人にあっては、その名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地） 

電話番号             

 

土壌検査実施計画書 

 

届出年月日 年  月  日 

埋立て等区域の所在地  

埋立て等区域の面積 ㎡  

埋立て等を行う期間 年  月  日～  年  月  日 

埋立て等に使用される土砂等

の量 
㎥  

土壌検査の予定回数 回  

検査機関 

住所 

 

機関の名称 

 

 

 

回 土壌検査の予定年月日 
搬入土量

(㎥) 

累計土量

(㎥) 
備 考 

１     

２     

３     

４     

５     

埋立て等に使用される土砂等の量 

（搬入土量の計画総量） 
㎥  

 



様式第４号（第１０条関係） 

年  月  日 

 

 （あて先）京田辺市長  

 

住 所              

氏 名              

届出提出者 （法人にあっては、その名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地） 

電話番号             

 

埋立て等変更届出書 

 

 京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例第１１条第

２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

届出年月日 年  月  日 

埋立て等区域の所在地  

変更年月日 年  月  日 

変更事項 変更前 変更後 

   

変更理由  

添付書類  

 



様式第５号（第１１条関係） 

年  月  日 

 

 （あて先）京田辺市長 

 

住 所              

氏 名              

届出提出者 （法人にあっては、その名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地） 

電話番号             

 

 

埋立て等着手届出書 

 

京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例第１２条の

規定により、次のとおり届け出ます。 

届出年月日 年  月  日 

埋立て等区域の所在地  

埋立て等区域の面積 ㎡  

着手年月日 年  月  日 

完了予定年月日 年  月  日 

備考 埋立て等着手前の埋立て等区域の写真を添付すること。 



様式第６号（第１３条関係） 

年  月  日 

 

 （あて先）京田辺市長  

 

住 所              

氏 名              

届出提出者 （法人にあっては、その名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地） 

電話番号             

 

埋立て等土壌検査報告書 

 

 京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例第１３条第

１項の規定により、関係書類を添えて次のとおり報告します。 

届出年月日 年  月  日 

埋立て等区域の所在地  

埋立て等区域の面積 ㎡  

埋立て等に使用される 

土砂等の量（総量） 
㎥  

これまでに使用した 

土砂等の量（累計） 
㎥  

前回の試料採取以降に 

使用した土砂等の量 
㎥  

土壌検査の実施状況 全   回中   回目 

試料を採取した日 年  月  日 

試料を検査した日 年  月  日 

検査機関 
住所 

機関の名称 

土壌検査の結果  

特記事項  

添付書類 

（１）試料を採取した地点の位置図及び写真 

（２）土壌検査を行った試料ごとの検査試料採取調書及び計量証

明書 

 



様式第７号（第１４条関係） 

その１ 

土砂等管理台帳 

（    年  月） 

届出提出者 
住所 

氏名 

届出年月日 年  月  日 

埋立て等区域の所在地  

埋立て等を行う期間 年  月  日～    年  月  日 

埋立て等に使用される土砂等の量 ㎥  

 

土砂等の発生場所の所在地  

土砂等の発生場所の事業者の住所及び氏名 

（法人にあっては、その名称、代表者の氏

名及び主たる事務所の所在地） 

住所 

氏名 

電話番号 

 

土砂等を運搬する者の住所及び氏名 

（法人にあっては、その名称、代表者の氏

名及び主たる事務所の所在地） 

住所 

氏名 

電話番号 

 

年月日 車両台数 累計台数 土砂等の搬入量（㎥） 累計量（㎥） 備考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

合計      

備考 １ 土砂等の発生場所ごと及び土砂等を運搬する者ごとに台帳を作成す

ること。 

 ２ 月ごとに台帳を作成し、１日ごとに記入すること。 

 ３ 一時堆積等である場合は、土砂等の搬出については、別記様式第７

号その２に記載すること。 



その２ 

土砂等管理台帳（搬出用） 

（    年  月） 

届出提出者 
住所 

氏名 

届出年月日 年  月  日 

埋立て等区域の所在地  

埋立て等を行う期間 年  月  日～    年  月  日 

 

土砂等の搬出場所の所在地  

土砂等の搬出場所の事業者の住所及び氏名 

（法人にあっては、その名称、代表者の氏

名及び主たる事務所の所在地） 

住所 

氏名 

電話番号 

 

年月日 車両台数 累計台数 土砂等の搬出量（㎥） 累計量（㎥） 備考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

合計      

備考 １ 土砂等の搬出場所ごとに台帳を作成すること。 

   ２ 月ごとに台帳を作成し、１日ごとに記入すること。 



様式第８号（第１５条関係） 

その１ 

年  月  日 

 

 （あて先）京田辺市長  

 

住 所              

氏 名              

届出提出者 （法人にあっては、その名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地） 

電話番号             

 

埋立て等状況報告書 

 

 京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例第１５条の

規定により、埋立て等に使用された土砂等の量を次のとおり報告します。 

届出年月日 年   月   日 

埋立て等区域の所在地  

埋立て等を行う期間 年  月  日～    年  月  日 

この報告に係る期間 年  月  日～    年  月  日 

① 埋立て等に使用される土砂等の量（計画土砂等の量） ㎥  

② この報告に係る期間の前までに報告した土砂等の量 ㎥  

③ この報告に係る期間中に搬入した土砂等の量 ㎥  

④ これまでに使用した土砂等の量（累計） ②＋③ ㎥  

⑤ 埋立て等の進捗率 ④÷①×100 ％  

 

年 

月日 

搬入土砂等 土砂等の量 

（㎥） 土壌検査 
車両台数 

期間中累計

（台） 
搬入量（㎥） 

期間中累計 

（㎥） ②      ㎥ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合計   ③      ㎥  ④      ㎥  

備考 一時堆積等である場合は、別記様式第８号その２に記載すること。 



その２ 

年  月  日 

 

 （あて先）京田辺市長  

 

住 所              

氏 名              

届出提出者 （法人にあっては、その名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地） 

電話番号             

 

埋立て等状況報告書（一時堆積等） 

 

 京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例第１５条の規定

により、埋立て等に使用された土砂等の量を次のとおり報告します。 

届出年月日 年   月   日 

一時堆積等区域の所在地  

一時堆積等を行う期間 年  月  日～    年  月  日 

この報告に係る期間 年  月  日～    年  月  日 

① 一時堆積等に使用される土砂等の量（計画土砂等の量） ㎥  

② この報告に係る期間の前までに報告した土砂等の量 ㎥  

③ この報告に係る期間中に搬入した土砂等の量 ㎥  

④ この報告に係る期間中に搬出した土砂等の量 ㎥  

⑤ この報告に係る期間に報告する土砂等の量 ③－④ ㎥  

⑥ これまでに使用した土砂等の量（累計） ②＋⑤ ㎥  

 

年 

月日 

搬入土砂等 搬出土砂等 土砂等の

量(㎥) 土壌

検査 
車両 

台数 

累計 

台数 

搬入量

(㎥) 

期間中 

累計 

(㎥) 

車両 

台数 

累計 

台数 

搬出量 

(㎥) 

期間中 

累計 

(㎥) 
② 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

合計   ③    ④  ⑥  

 



様式第９号（第１７条関係） 

年  月  日 

 

 （あて先）京田辺市長 

 

住 所              

氏 名              

届出提出者 （法人にあっては、その名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地） 

電話番号             

 

埋立て等完了届出書 

 

 京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例第１７条第

１項の規定により、埋立て等を完了したので、次のとおり届け出ます。 

届出年月日 年  月  日 

埋立て等区域の所在地  

埋立て等区域の面積 ㎡  

埋立て等を行う期間 

（当初予定していた期間） 
年  月  日～  年  月  日

埋立て等を行った期間 

（実際に行った期間） 
年  月  日～  年  月  日

埋立て等を完了した年月日 年  月  日 

埋立て等に使用される土砂等の量 

（当初予定していた量） 
㎥  

埋立て等に使用した土砂等の量 

（実際に使用した量） 
㎥  

完了した埋立て等区域に 

おける埋立て等の形状及び構造 

 

土壌の汚染を防止するために 

必要な措置を講じている場合 

にあっては、その内容 

 

備考 埋立て等着手前及び完了時の埋立て等区域の写真を添付すること。 



様式第１０号（第１７条関係） 

年  月  日 

 

 （あて先）京田辺市長 

 

住 所              

氏 名              

届出提出者 （法人にあっては、その名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地） 

電話番号             

 

埋立て等廃止（休止）届出書 

 

 京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例第１７条第

１項の規定により、埋立て等を（廃止 ・ 休止）したので、次のとおり届け出

ます。 

届出年月日 年  月  日 

埋立て等区域の所在地  

埋立て等区域の面積 ㎡  

埋立て等を行う期間 

（当初予定していた期間） 
年  月  日～  年  月  日 

埋立て等を行った期間 

（実際に行った期間） 
年  月  日～  年  月  日 

埋立て等を廃止した年月日 

（休止しようとする期間） 

年  月  日 

（休止期間 年 月 日～ 年 月 日） 

埋立て等に使用される土砂等

の量（当初予定していた量） 
㎥  

埋立て等に使用した土砂等 

の量（実際に使用した量） 
㎥  

廃止（休止）の理由  

廃止（休止）した埋立て等 

区域における埋立て等の 

形状及び構造 

 

土壌の汚染を防止するために 

必要な措置を講じている場合 

にあっては、その内容 

 

備考 埋立て等着手前及び廃止（休止）時の埋立て等区域の写真を添付するこ

と。 



様式第１１号（第１７条関係） 

年  月  日 

 

 （あて先）京田辺市長  

 

住 所              

氏 名              

届出提出者 （法人にあっては、その名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地） 

電話番号             

 

埋立て等再開届出書 

 

 京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例第１７条第

１項の規定により、埋立て等を再開したので、次のとおり届け出ます。 

届出年月日 年  月  日 

埋立て等区域の所在地  

休止期間 年  月  日～    年  月  日 

再開年月日 年  月  日 

 



様式第１２号（第１８条関係） 

 

 

 

 

第    号 

身分証明書 

 

所属 

職名 

氏名 

生年月日 

 

 

 

 上記の職員は、京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に

関する条例第２１条第１項の規定による権限を有する職員であることを

証明する。 

 

年  月  日  

 

京田辺市長        印 

 

備考 裏面には、この身分証明書及びこれを携行する者に係る京田辺市土砂等

の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例における根拠規定を抜粋

して記載すること。 

 

写 真 

９センチメートル 

５
．
５
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 


